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消費者安全課

他省庁におい
て、原因究明
に取り組む事
故について、
消費者庁は
追跡調査する

事故情報データバンク

・消費者安全法に
係る事故情報
【毎週木曜】

・消費生活用製品
安全法に係る
事故情報
【毎週火曜、金曜】

製造・輸入事業者からの
重大製品事故情報
（消費生活用製品安全法）

医療機関からの事故情報
（医療機関ネットワーク）
夜間・休日でも電話を受付
（危害情報通報ダイヤル）

公表

HPによる公開

消費者安全法
による調査、
勧告、命令など

再発防止のための対応
方針について判断。
ハイレベルのプロジェク
トで対応する場合もある。
（例 こんにゃくゼリー）

事故を起こさ
ないための
生活上の注意
などについて
リスクコミュニ
ケーション

再発防止・未然防止策の実施

その他法律による処分判断

生命・身体被害に係る消費者事故情報の収集、分析、再発防止について

消費者庁

学識経験者、医療従事者
等の専門家が

①原因究明すべき事案の
抽出

②専門機関による調査実
施等に対して助言、指導

（専門機関の例）
国民生活センター、独立行
政法人、大学等
（試験の例）
Ｘ線分析機等を用いた
実験により原因を究明

原因究明

事故情報分析タスクフォース 専門機関への外注
情報収集

行政機関、自治体
等からの消費者事
故情報
（消費者安全法）

多くの事故情
報の中から重
大な事案を抽
出する

情報解析

消費生活用製品安全法
に基づき、ＮＩＴＥへの技
術的な調査の指示、再
発防止策を実施

経済産業省


